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市 川 猛雄著

「港湾運送事業法セミ ナー 」

松 橋幸一

（神奈川総合高等職業訓練校

儲浜港湾分校）

さき乙ろの新聞記事iζ，憲法が意外IC読み通されていないとの調査結果が発表され

ていた。いうまでもなく ，憲法は日本国民の基本的な権利と義務を諮った法中の法で

ある。 にもかかわらず， 国民はそれほど関心を寄せていないように見受けられる。と

かく法律というものは，専門家以外lとはなかなか馴染み難し、もののようである。

港湾運送事業法は，港湾運送事業者にとって，いわば憲法である。企業存立の可否

がそ乙ICある。そうした意味で，企業の経営lζ携わる側の人々は，否応なしにこの法

を熟知せざるを得ない立場lζある。昭和四十年代のは じめの頃，企業の集約・合併の

一大旋風が吹き荒れた。自らの属する企業が，新らしく設定された規模の基準IC合致

しうるか否か，一企業と して存立しうるかどうかの瀬戸際IC立たされた。そう した切

迫感IC追い立てられて，経営陣のみならず，課長E 係長といった中堅クラスまで，と

ぞって乙の法律を勉強した。

勉強会や研究会がそちこちで開催されて賑わったものである。そうした人々が今，港

湾運送事業の経営IC当っている。

やがてそうした嵐も一段落して，安泰な時代が十年も続くと，事業法IC対する関心

の密度iとも変化が生じる。憲法の条文を知らずとも，国民は自動的lζ憲法IC基ついて

保護されるといった，安易な考え方が蔓延する。事業法を知らずとも，行政と業界が

歩み寄り，調整と妥協をくり返しつつ港運業界が運営されていく，といった他者依存

型の思考が，特iζ若手実務家lζ見られる傾向のようである。著者はζうした風潮ICif 

鐙を打ち鳴らしている。 「初級管理職の人達はいままで現業に忙しくて，なかなか乙

ういう勉強まで手が廻らなかった。そ乙で雲の上から乙下問やど下命があっても，す

ぐには応じられようもないらしし、。したがって悪くすると，やっぱり当てiとされずじ

まいになってしまうのではなかろうか。」 （第 l講）

著者lζは， すでに 「港湾運送事業法論」 （成山堂刊 昭和46年）がある。乙の乙と

について本書のはしがきに簡単にふれられているが， 「条文を先ずあげて，続いてそ

れについて詳しい説明をしたもので，必要なときはその条文のと乙ろを開けば，関係

法令共々大ていの乙とが解るようlζなっている。J （卒直IC言って，筆者もζの事業
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法論IC依って事業法を勉強させていただいた。懇切な解説で，決して難解な逐条解説

書ではない。）

だが，法律lζはアレノレギー症状を示す読者もないではない。特に繁忙を極める日常

の業務の中IC身を置くと，それが大切なものである乙とは十分lζ認識していながら，

ともすると一日延ばしが重なるのが現実である。本書はそうした読者のために「港湾

運送IC多少の心得があれば，スラスラと読めて納得がゆくように配慮されている」（は

しがき）のが特徴である。

その構成を見ょう。

第 l部係長のための港湾運送事業法セミナー

第1講最近読んだ記事

第2講海運局と市の港湾部

第3講行為と事業

第4誠一 一般港湾運送と受け渡し

第5講荷主代行

第6講港湾とは

第 7講 船内荷役 ・はしけ運送・沿岸街役 ・いかだ運送

第8講検数 ・鑑定 ・検量

第9講港湾運送関連事業

第10講免許制度

第11諮免許基準

第12講免許 ・不免許の判断

第13講事業の開始 ・変更 ・廃止

第14講 公益事業である乙とに基づく義務

第15講篠定運賃料金制度

第16講港湾運送約款

第17講債務不履行IL.基づく損害賠償請求権と不法行為に基づく損害賠償請求権の

競合

第！8講 引渡し不能貨物の処理

第19講下請の制限

第20講港湾運送事業抵当

第2rn構 内航海運との関係

第22講会計

第23講報告

第24講事業の停止と免許の取消し

第25講罰則
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終講の乙とば

第2部港湾運送法律評論

I 一般港湾運送と受け渡し（他IL五編が載録されているが，紙幅の都合で以下を

省略させていただく。）

特IL著者は「係長のための」 ！＜：：ウエイトを置いており，講演を聞くような読み易さ，

を重視している。著者が念頭！＜：：置いた読者屈は，係長iζ代表される港連業界の中堅管

理職をはじめ，関係業界の若手，並びに学生であろうか。筆者の個人的な事情を述べ

るなら，実務を学ぶ港湾カ レッジの学生！＜：：は長適の参考書である。

と乙ろで，港湾運送事業法は，大まかにいって現在二つの問題を抱えている。そ

のひとつが「受け渡し」の理論である。

戦後，それまでアラ ヒト ガミであられた天皇が，象徴とされた。象徴とは何か，説

明を受けると理解できるが，どうも今ひとつ，十分！＜：：納得できない何かが銭る。世界

IL百五十余りの国があり，その中I＜：：幾つかの王国がある。王の意味はなぜだか象徴よ

りよく解るし，納得できる気がする。それも歴史の重みのせいだろうか。

象徴を引き合いに出して申し訳ないが，事業法の中の「受け渡し」も納得し難いも

ののひとつである。説明されると，なるほどそういう考え万もできるな，と恩われる

が，だがしかし，と，すぐに幾つかの異論が想起される。

なぜ港湾運送にだけ 「総合的な企画・指導・調整のもとに港湾運送を主宰し，乙れ

を完成するJ （終講の乙とぱ）といったオルガナイザーとしての業務，ソフト系の仕

事が認められないのだろうか。社会にはそうした業務か数多く存在する。設計事務所，

旅行社，出版社等々，いずれもその持てるノウハウを提供する乙とlζよって， 利用者

の便宜を計っている。筆者は常々一般港湾巡送事業者をオーケストラの指揮者lζたと

えてきた。同じ構成メンパーでも，指揮者が連えば異なった演奏をする乙とはよく知

られると乙ろである。その指揮者が指揮者の位置に専念する乙とがなぜ許されないの

か。なぜ白からピアノを，バイオリンを演奏しなければならないのか，どう ！＜：：も納得

がし、かない。

「ただ法律が港湾における輸送のオJレガナイザーである一般港湾運送事業の説明，

定義！＜：：『受け渡し 』という観念、を立法技術として導入したのに過ぎない。 （中略）意

図IL反して皮肉にも， 『受け渡し 』だけが独り歩きしてしまい， （中略）理論上免許

基準の上で（中略）結局ハ ドの商を若干プラスした現在の免許基準になってしまっ

て（後略） J （終講の乙とば）が真実であろう。

第二の問題点は法と現実の飛離である。事業法の制定（昭和26年） ，大幅な改正

(34年）と現代では，業界を取り巻く環境ががらりと変っている。乙の乙とは説明を

要したEいであろう。

講 離。その最たるものが免許基準である。周知の通り現在はしけの第三次買い上げ
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が進行中である。一方でははしけの船腹盤を確保しておかなければならない。乙 うし

た矛盾をそのままKしておいては，業者は立つ瀬がない。

法制定や改正の乙ろには予想だiζできなかったコンテナ輸送の発生と進展がある。

在来船でさえ，貨物の大半がコンテナと車両である。基幹労働者の数や施設の規模の

規定が，業の近代化を阻んでいるようにさえ思われる。

専用埠頭におけるコンテナ街役は，公共埠頭lζおける在来型定期船の港湾運送形態

とは大幅に異なる。従来の船内・沿岸といった業種区分は無怠味となる。

乙うした，よく知れわたった矛盾の他にも問題は多々ある。貨物事故等の求償で，

港湾運送の側が裁判での被告の席lζ座らせられる例が多いが，大抵の場合，その結果

は港湾の側le不利である。司法lとも， 港湾運送の実態が十分lζ理解されていないよう

le見受けられる。ζのあたりの事例が，本書第二部lζ紹介されている。

「企業は人なり」という言葉がある。乙れはそのまま港湾運送業界lともあてはまる。

人材たる人々の質と層の厚さがあって乙そ，事態は好転する。人材とは何か。その分

野のζとをよく知っている人であって，かつ，ょくできる人である。本書はそういう

意味であまりよく知らない人を，よく知っている人，K変える。あまりよくできない

人を，ょくできる人Ir育てる。係長le代表される中堅管理職を第一線の実力者Ir成長

させる。その方たちが，将来の港運業をになうのである。

「すでに時代とマッチしなくなった法律に事業者の方から身体を合わせる無理が一

日も早く解消する乙とを祈って止まない」 （終講の乙とば） le全面的に賛意を表する

ものである。

（市川猛雄著港湾運送事業法セミナ一 昭和57年 5月 （樹成山堂書店

定価3,400円）


